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～ 研究報告 ～ 

 

不動産登記研究プロジェクト報告 
 

平成１６年（２００４年）３月 
 

法務総合研究所 
国際協力部教官   黒 川 裕 正 
主任国際協力専門官 小山田   実 
国際協力専門官   窪 田 浩 尚 

 

１ はじめに 
法務総合研究所国際協力部における法整備支援の対象国であるベトナム，カンボジア，

ウズベキスタンなどで，不動産登記制度についての法整備支援の要請が出てきている。 
これらの要請にこたえていくには，まず各国の不動産登記制度についての資料収集など

を行い，体制を整えていく必要があると考え，試行的に，平成１５年５月から平成１６年

３月まで，国際協力部内に「不動産登記研究プロジェクト」という研究会を設けた。 
この研究会の主な活動は，諸外国の不動産登記制度に関する資料（法令・文献）の収集，

整理及び内容検討であった。 
以下では，研究会での検討内容の概略を紹介する（収集した資料は，別表のとおり）。 
なお，本稿中の意見にわたる部分は，研究メンバー３名の個人的見解である。 

 
２ 各国比較 
(1) 主な登記制度 

各国の不動産登記制度は，フランス法系，ドイツ法系，英米法系の３つに分類するこ

とができる。 
その主な内容については，「台湾不動産登記法入門」（日本司法書士会連合会，平成７

年（１９９５年）１２月）における説明を紹介したい。同書によれば，台湾では，各国

の不動産登記制度を比較検討した上で，オーストラリアのトレンズ・システムを採用し

たとされている。 
  ア 証書登記制度（System of Registration of Deeds） 

土地登記の取得又は変更は，当事者が書面で契約を締結したことにより効力を生ず

るが，登記しない限り第三者に対抗できない。フランス登記制度とも呼ばれる。イタ

リア，ベルギーはこの制度を採用している。台湾では登記の対抗要件主義に着目して，

日本でもこの制度を採用していると理解されている。 
イ 権利登記制度（System of Registration of Title） 
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土地の権利の取得又は変更は，これを登記しない限り効力を生じない。ドイツ登記

制度又は登記要件主義とも呼ばれる。登記官庁が土地権利の取得又は変更につき確実

に審査しそれを確認した後，初めて登記をする。この制度はドイツで創設され，スイ

ス，オランダ，チェコスロバキア，ユーゴスラビア，オーストリア，ハンガリー，エ

ジプト等の国で採用されている。 
ウ トレンズ・システム（Torrens Title System）  

登記は，権原の登記であり，登記により終局的かつ最も高いレベルで証明される。

登記をしなければ完全な権原は存在しない。土地の権利が登記により確定されるので，

目的たる権利に対する調査の必要はなくなる。採用する国は，オーストラリア，イギ

リス，米国の一部のほか，フィリピン，タイ，マレーシア，南アフリカ共和国，スー

ダン等がある。台湾もこの制度を採用した。 
以上の分類を踏まえ，以下の３で，フランス，ドイツの不動産登記制度及びトレンズ・

システムについて，それぞれの特徴を中心に，概観することとしたい。 
(2) 登記制度の特徴 

上記の３つの不動産登記制度について概観する前に，各国の制度の特徴を可能な範囲

で概観するため，６つの特徴に絞り，どこの国がどういう特徴を有しているかを分類し

ておきたい。 
１ 登記の客体 
 ⇒ 土地・建物の別不動産制 

（下記ア参照） 

２ 登記の効力 
 ⇒ 不動産物権変動と登記

の関係 

３ 登記の公信力 
⇒ 公示を信頼した者の保

護の程度 
 （下記イ参照） 

土地・建物は別不動産 
→ 日本，韓国，台湾 

土地・建物は同一不動産 
（建物は土地の附合物） 
 → フランス，ドイツ 
    
 

対抗要件 
→ フランス，日本 

効力発生要件 
  → ドイツ，韓国，台湾，

    オーストラリア 

確定力あり 
 → 台湾，オーストラリア

公信力あり 
→ ドイツ 

公信力なし 
→ フランス，日本，韓国

 
４ 登記原因証書 
 （不動産売買契約書） 

５ 登記簿の内容 ６  登記簿と台帳 

公証必要 
 → フランス，ドイツ 
公証不要 

・契約書不要    
   → 日本 
 ・契約書の検印必要 
 → 韓国 

登記原因証書（を編綴） 
 → フランス 
登記簿（＝簡潔な記載） 
 → ドイツ，日本，韓国 
 

一元化 
 → 日本 
二元化 

→ 日本以外？ 

以上の分類のうち，日本の不動産登記制度の一つの特徴と思われる土地建物の別不動

産制と，日本の不動産登記制度に関する文献ではあまり馴染みのない「確定力」につい

て概説したい。 
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ア 土地建物の別不動産制 
土地建物の別不動産制については，日本では，現在，土地と建物は別不動産とされ

ているが，民法上は，明らかではなく（民法第８６条第１項），不動産登記法上，土地

と建物が別不動産であることが前提とした規定が設けられている（不動産登記法第１

４条）。 
なお，抵当権の客体や法定地上権並びに一括売却権の規定（民法第３７０条，第３

８８条，第３８９条）からも，間接的に，日本では土地と建物が別個独立の不動産で

あると考えられている。 
このように日本では建物が土地とは独立した不動産とされている理由としては，①

日本の慣習（日本の慣習では，土地と建物は別個の不動産として売買，交換，抵当権

設定などが行われていたこと。），②地券（地券は，土地所有権のみに関し，その地上

にある建物の所有権に関するものではなかったこと。なお，地券についてこのような

取扱いがされた理由としては，更に以下の２点が挙げられる。ア．農地の取扱い（土

地と建物とを一体としたのでは，そのようなものの存在しない，しかも当時圧倒的な

重要性を持っていた農地の取扱いに困るため，土地と建物とは切り離されたのだと推

測されること。），イ．変革期立法の一般的な傾向（早急に法が作られ，いつとはなし

に土地と建物とが常に別個独立とされることとなった。）），③家屋構造（特に，立法当

時，日本の建物は一般に木造であったこと。家屋構造の弱さによって以上の観念（＝

土地と建物が別個独立とされたこと。）が生み出されたこと。）が挙げられる。 
また，経緯としては，１８９４年１２月４日から１８日にかけての法典調査会にお

ける民法草案の審議の中で確定的となったものと思われる。そこでは，現在の民法第

３７０条，第３８８条及び第３８９条に相当する条文が審議され，賛否両論があった

ものの，最終的には土地と建物を離すという案が多数で通ることとなった1。 
イ 登記の確定力 

公信の原則の下においては，第三者は前主の無権利にもかかわらずその権利の公示

を信頼したために完全な権利を取得する（原始取得）のであり，善意が条件となる。

確定力の場合，第三者の権利取得は承継取得であり，善意・悪意は問われない2。 
この確定力は，英米の登記制度の中核をなすものとされている。 

 
３ 主な登記制度の概要 
(1) フランスの不動産登記制度概観 

                                                 
1
 詳細は，以下の文献を参照。柳沢秀吉「土地と建物の法律関係（二）」（名城法学２７巻１＝２号（１９７８年）

５３頁以下），清水誠「わが国における登記制度の歩み─素描と試論─」（日本司法書士会連合会編『不動産登

記の歴史と展望〔不動産登記法公布１００周年記念〕』（有斐閣，１９８６年）１７４頁以下），松尾弘「不動産

譲渡法の形成過程における固有法と継受法の混交（３・完）」（横浜国際経済法学４巻１号（１９９５年）１４

９頁），松尾弘「日本の不動産物権変動システムと登記制度をめぐる問題点─市民法の基盤としての不動産法制

のあり方に関する一試論─」（ＴＨＩＮＫ会報第９５号（１９９９年）司法書士論叢（民法施行１００周年記念

特集号）１５９頁以下） 
2
 「物権変動とその公示に関する外国法制」中の吉村眸「英米法」（新版注釈民法（６）物権（１）１０１頁） 
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ア 法源 
不動産登記の根拠となる主な法令は，「フランス民法典」（１８０４年制定），「１

９５５年１月４日の「土地公示を改革するデクレ」第２２号」及び「１９５５年１０

月１４日の「１９５５年１月４日の土地公示を改革するデクレの適用のためのデク

レ」第１３５０号」である。 
イ 不動産物権変動の仕組み 

日本同様，意思表示のみによって物権変動が生じ，フランス民法典は債権契約の効

果として当然に物権変動が生じる旨定めている（民法典第７１１条，第１１３８条等）。 
ウ 登記の効力 
(ｱ) 登記の公信力 

日本同様，ドイツ法のように物権行為の無因性や登記の公信力を認めておらず，

登記は既に生じている物権変動に対抗要件を付与するという補強的な効力しか有し

ない（権利創設的ではない。）。したがって，物権変動が生じているのに登記がなさ

れていない場合や登記はなされているけれどもそれに対応した物権変動は存じない

という場合があり得る。 
(ｲ) 登記の推定力 

登記は公証文書をそのまま編綴するので，登記の推定力とは公証文書の推定力で

ある。公証文書は，推定力に止まらず法定の証明力を有する（民法典第１３１９条）

ので，その証明力は極めて高度であるということができる。 
エ 登記所と登記官 
(ｱ) 登記所 

不動産公示の手続機関は，財務省の下部機関である抵当権保存所（登記所）であ

り，全国に約３００か所設置されている。 
(ｲ) 登記官 

抵当権保存吏（登記官）は，公務員（行政官）であるにもかかわらず俸給を受け

るのではなく，登記申請人により予納される手数料によって抵当権保存所を維持し

ている。 
(ｳ) 登記官の審査権限 

日本同様，形式的審査権（形式的要件の審査）しか有しない。 
オ 公示の原則 
(ｱ) 公示の編成 

物的編成主義と人的編成主義との併存である。公示簿ないし不動産登記簿の検索

は，所有者の人名に関するカードと物件に関するカードからなる不動産票函が用い

られている。 
(ｲ) 公示の手続 

不動産上の権利の所持者に公示手続が義務付けられている。 
(2) ドイツの不動産登記制度概観 
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ア 法源 

ドイツにおいて登記制度を規律する主な法源は以下のとおりである。 

① 民法 

② 土地登記法  

③ その他 

・ 地上権法→地上権 

・ 住居所有権法→住居所有権 

イ 不動産の意義 

ドイツにおいて不動産とは，日本とは異なり，原則的に土地のことであり，建物は

その同体的構成部分として扱われる。したがって，土地が処分されれば建物もその法

的運命を共にすることになる。また，地上権に基づき建築された建物は地上権の同体

的構成部分となる。 

区分建物については，「住居所有権法」（１９５１年制定）により，土地に対する共

有持分と不可分に結合した住居所有権が認められることとなった。 

ウ 不動産物権変動の仕組み 

(ｱ) 物権変動の要件 

所有権の移転などの物権変動はいろいろな原因に基づき生じるが，ドイツにおい

て物権変動（所有権譲渡）に必要な行為としては以下の３つが挙げられる。 

① 債権行為（契約） 

土地の所有権移転については，債権契約もまた公正証書によることが求められ

ている（民法第３１３条）。 

② 物権的合意 

物権的合意とは「所有権を譲渡することの合意」であり，「譲渡の義務を負担す

ることの合意」とは別個のものである。さらに，所有権譲渡の場合にはその合意

につきアウフラッスング3（民法第９２５条第１項）と称する厳格な方式が必要と

される。 

③ 登記 

つまり物権変動が生ずるためには，上記の意思表示だけでは足りず，「登記」と

いう一定の形式を要するということになっている。（←形式主義） 

したがって，所有権移転時期は売買契約の時ではなく登記の時となる。 

(ｲ) 債権行為と物権行為の有因・無因 

ドイツ民法では，物権変動の効果を生じさせる物権行為（物権的合意＋登記）は，

原因としての債権行為（ex.売買契約）と分離している。これを物権行為の独自性と

いう。 

                                                 
3 譲渡人・譲受人の両当事者が同時に公証人の面前（所轄官庁でもよい）に出頭して所有権譲渡の合意をしなけ

ればならない。公証人は厳格な審査・要件のもとにこれを公正証書に作成する。またアウフラッスングには条

件，期限を付すことができず，条件，期限を付けたアウフラッスングは無効である。 
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さらに，もう一つの特徴として，物権行為の無因性が挙げられる。つまり物権変

動の原因としての債権行為が無効であったり，取り消されたりしても，物権行為自

体にはなんら影響が生じない。 

以上のことから，ドイツにおいては，売買契約が無効であったり，取り消された

りしても，既に行われている所有権移転の効果に影響がなく，したがって，既にな

されている登記の効果にも影響がないということになる。 

エ 登記の要件 

登記は，嘱託登記のように法律に別段の定めのない限り，登記権利者の申請（土地

登記法第１３条）と登記義務者の登記許諾4（同法第１９条）を要件としてなされる。 

オ 登記の効力 

登記の効力のうち，特筆すべきものとしては以下の３つが考えられる。 

(ｱ) 権利移転的効力 

上記ウの(ｱ)からも分かるように，不動産に関する物権変動については，原則と

して登記が効力要件となっている（民法第８７３条第１項）。 

(ｲ) 登記の推定力 

登記されている事項は真実のものであるとの推定を受ける（民法第８９１条）。

したがって，推定に反する事実の主張者は訴訟手続上の挙証責任を負うことになる。 

(ｳ) 登記の公信力 

登記簿を善意で信頼して法律行為によって権利を取得した者は，登記簿を信頼す

ることにつき重大な過失があっても保護される（民法第８９２条）。したがって，

不動産取引の動的安全を確保するという機能においては，日本よりも優れていると

いえる。 

カ 登記所と登記官 

(ｱ) 登記所 

ドイツでは日本と違い登記業務は区裁判所が取り扱っている。「登記所」という

名称を付け加えることなく区裁判所の名称をもって活動している。 

また，登記所（区裁判所）は原則としてその管轄区域内に存在するすべての土地

を管轄する（土地登記法第１条第１項）。ただし，例外的に複数の市町村区を合同

した登記管区が形成される場合もある。 

(ｲ) 登記官 

登記官は区裁判所の判事である。ただし，１９６９年の司法補助官法によって，

判事の職務の軽減を理由に登記業務のほとんどが原則として司法補助官5に委譲さ

れることとなった。 

(ｳ) 登記官の権限 

                                                 
4 登記許諾とは，登記義務者が登記所に対して登記することを許諾する一方的な意思表示のこと。この登記許諾

は土地登記法第２９条によって公正証書若しくは公に認証された証書であることが求められる。 
5 司法補助官とは，司法職の高級官吏であり，裁判官と同様その職務においてはおおむね独立している。 
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登記官の審査権限をどの程度まで与えるべきかという問題は，登記簿上の権利関

係が真実の権利関係と一致するか否かを左右する重要なポイントの１つであるが，

ドイツ法では，形式的審査主義を採っているとされる。つまりドイツにおいても，

日本の場合と同様に登記官は提出された書類のみを審査の対象とする形式的な審査

権限しか与えられていないということになる。 

しかしながら，物権行為の無因主義を採用し，登記申請において公証人が深く関

与するドイツでは，登記簿上の権利関係と実態が一致する蓋然性は日本よりも高い

ものと思われる。 
(3) 英米法の不動産登記制度概観（トレンズ・システム6を中心に） 

ア 英米法における不動産登記制度 
フランス，ドイツでは，不動産取引法の実体法的な部分が民法典の中に規定され，

人が物を支配する関係は物権として把握されている。そして，物権変動を公示する制

度として登記制度が発達している。 
これに対して，英米法では，土地法は今も中世土地法の延長線上にあり7，物権法定

主義といった発想も見られない8ため，フランス，ドイツと同様に論じることには無理

があると言われている9。 
したがって，上記(1)，(2)とは違った視点で，英米法における不動産登記制度の特

徴を概観することとしたい。 
英米法における不動産登記制度は，以下のとおり，大きく分けて３つある。 

(ｱ) 権原証書（title deeds）の私的な保管と引き渡しを行う制度で，「Old System」と呼

ばれている。イギリスの１９２５年の財産権法（Law of Property Act 1925）は，こ

の制度を一部修正して，未登記土地に適用している。 
(ｲ) 不動産譲渡捺印証書その他の証書類を公的に保管することによって title の証明に

役立てる制度で，主としてアメリカで行われている証書登録制度（recording system）

である。かつて，イギリスでも存在した。アイルランド，スコットランド，オラン

ダ，デンマークでも同じような制度が存在する。 
(ｳ) title に関する証書類ではなくて title そのものを登記する制度で，title registration

（title の登記制度）又は Torrens System（トレンズ・システム）と呼ばれ，イギリス

の現行制度とアメリカの一部，オーストラリア，ニュージーランドその他の英連邦

諸国で利用されている。  

                                                 
6 「トレンス」として「ス」を濁らずに記述している論文もある。さらに，「トーレンス」「トーレンズ」とし

ているものもあるが，本稿では「トレンズ・システム」で統一した。 
7 英国の土地の所有者は国王である。したがって，英国の国民は，国王から土地を借りて保有することになる（西

垣剛「英国不動産法」２３頁以下）。 
8 不動産に対する権利には，コモン・ロー上の権利（主として，取引上の権利）とエクイティ法（衡平法）上の

権利（主として家族間の権利）の２つがあり，例えば，コモン・ロー上の単純保有権があると同時にエクイテ

ィ上の単純保有権があるというように，大抵の不動産権は，この２本立てである（前掲・西垣剛「英国不動産

法」６８頁以下）。 
9 前掲・吉村眸「英米法」新版注釈民法（６）５８頁 
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イ トレンズ・システム 
「トレンズ・システム（Torrens System）」という言葉は，イギリス人（アイルラン

ド，コーク出身）で，後にオーストラリアに移住したロバート・リチャード・トレン

ズ卿（Sir Robert Richard Torrens，１８１４年生，１８８４年没）の名前に由来してい

る。トレンズ卿は１８４０年，オーストラリアに移り，アデレードの徴税吏であった

１８５０年，後にその名を冠してトレンズ・システムと呼ばれるようになる不動産登

記制度を考案・創設した。これは従来，船舶の所有権を移転させる際に利用されてい

た登記制度を土地の譲渡の場合に応用したものであると言われている。 
１８５８年，世界最初のトレンズ式登記法が南オーストラリアにおいて成立し，こ

の制度はオーストラリア全土へ急速に普及し，海外にも波及した。 
例えば，米国に関しては，１８９５年，イリノイ州による採用を始めとして，１９

１０年代後半までのおよそ２０年間に２０州が導入した。しかし，米国のトレンズ・

システムは，土地所有者が同制度に自己の土地を服させることを意図して初めて適用

があるだけに，所有者がそうしない限りは別の制度（証書登録制度）に服するという

任意的制度であったこともあって，米国全土に浸透したわけではなく，採用後，廃止

した州もあり，証書登録制度と比較しても，トレンズ・システムの利用度は決して高

いとは言えない10。 
  その理由として考えられること（任意的制度であった点を除く）は，以下のとおり

である11。 
① （米国の）トレンズ・システムでは裁判手続が必要となる12が，この手続が煩雑

であること 
② 上記①の手続にかかる費用の高いこと 
③ 上記①の手続をとって最初の登記を申請することにより，かえって紛争を惹起さ

せる可能性のあること 
④ 証書登録制度と密接な関連を有している権原保険会社（title insurance company）

が，既得権化した利益を維持しようとして強く法改正に反対したこと 
⑤  金融界のトレンズ・システムに対する不信感があったこと 

各州毎に，トレンズ・システム下の権原の確定力に相違があったために，当時既

に州を越えて業務を拡大していた金融機関が，トレンズ・システムの権利証では融

                                                 
10
 成田博「米国における不動産物権変動と証書登録制度（一）」東北大学法学会「法學」第４６巻第２号（１

９８１年）７６頁以下 
11
 前掲「米国における不動産物権変動と証書登録制度（一）」「法學」第４６巻第２号８４頁 

12
 代表的トレンズ・システムと言われているイリノイ州クック・カウンティの登記制度を例にとると，まず，

最初の登記（Initial Registration）が行われる。これは，我が国の所有権保存の登記にほぼ相当する。ただし，後

に登記官（Registrer of Titles）が登記をする前提の手続として，所有権確定について巡回裁判所が関与し，また

検査官（Examiner）が審査する制度を設けている点では我が国の制度と異なる（新谷正夫「登記制度の比較法

的研究－アメリカ」法律時報第２４巻第３号（１９５２年）２７頁以下）。裁判所に対して「最初の登記」を申

請する手続は，登記申請訴訟（suit for registration）と呼ばれ，title の審査のみならず境界までも確定してし

まうという厳格さのために，申請者にとって費用と時間（最低６か月又はそれ以上かかるといわれる）の負担

が大きくなる（前掲・吉村眸「英米法」新版注釈民法（６）７０頁）。 
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資を拒み，権原保険への加入を要求したこと 
このように，トレンズ・システムは，米国では必ずしも普及していないようである。 
トレンズ・システムは，土地の登記制度（なお，建物は，原則として，土地の一部

として取り扱われる。）であるが，現在の特徴は，以下の３点である。 
① 権原の創設（Register Creates Title） 

登記によって，権原が終局的かつ最も高いレベルで証明されるが，それだけでな

く，登記をしなければ，完全な権原は存在しえない。 
② 簡易な取引手続（Simple Transaction Procedure） 

トレンズ・システムにおいては，簡易な契約証書（法律の専門家が作成しなくて

よい）によって，登記される。 
なお，不動産証書登録制度においては，証書について公証人の認証を要する13。 

（補足）米国における物権変動の要件 
米国では，債権契約と物権契約は別個と考えられている。米国で"contract"と

呼ばれるものは，いわば「債権契約」であり，これだけでは物権変動は生じな

い。物権を移転させるためには，ディード（deed＝不動産物権譲渡証書）の交

付が必要であり，これを"contract"と区別して"conveyance"（不動産物権譲渡）

と呼ぶ。 
不動産証書登録制度において，公証人は，譲渡人が自由な意思によりディー

ドを作成したということを認証（acknowledgement）し，公証人から認証の証明

書が発行される14。 
③ 偽造による登記の効力により権利を失った者の保護手段－保険（Reversal of the 

Effect of Forgery - Insurance） 
トレンズ・システムにおいては，たとえ登記が偽造されたとしても，善意の第三

者は保護され，権利を失った者は，トレンズ・システムにおける保険制度（Torrens 

Systems Insurance）によって保護される。 
トレンズ・システムにおいては，保険制度が必要不可欠であるとされている。 
なお，この保険制度によって，登記官の過誤による損害も補償される。 

（補足１） 
トレンズ・システムの３つの特徴として，以下のような事項を挙げる人もいると

いうことである。 
①  "mirror"－権原を写す鏡 
②  "curtain"－権原証書に現れない権利の排除，登記の信頼確保 
③  "insurance"－偽造による登記で権利を失った者の保護 
なお，このうち，①は，登記が「効力発生要件」であること，②は，登記に，公

信力にほぼ等しい「確定力」（indefeasiblity）が認められていることを意味している

と思われる。 
（補足２） 

                                                 
13  成田博「アメリカ合衆国の登記制度」民事研修 No.３１３(１９８３.４）１１頁以下 
14  前掲「アメリカ合衆国の登記制度」民事研修 No.３１３，１８～１９頁 
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トレンズ・システムにおける登記の効力は，アメリカにおける制度とオーストラ

リアにおける制度とでは，以下のとおり異なっているということである。 
（平成１４年３月財団法人民事法務協会オンライン登記申請制度研究会「中間報

告書」の別紙「我が国と諸外国の不動産登記制度における登記の真正担保のための

方策について」http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI43/minji43-7-2.html）  
アメリカのトレンズ・システム    → 第三者対抗要件(公信力なし) 
オーストラリアのトレンズ・システム → 物権変動の効力発生要件(公信力あり) 

 
４ おわりに 

以上のように，不動産登記研究プロジェクトでは，諸外国の不動産登記法制に関する主

に日本で出版されている文献を中心に収集し，その内容について検討し，更に資料収集を

行うという方法で進めてきた。 
不動産登記研究プロジェクトは，平成１６年３月末をもっていったん終了する。今後更

に，開発途上国からの支援要請の内容などを踏まえながら，新たな視点と手法で研究活動

が行われることを期待するとともに，今回の研究活動で収集した資料等が，研究活動の基

礎資料として活用されることを期待したい。 
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別 表 

各国の不動産登記制度についての資料 
 

１ 各国比較 
出典   

国 
                       

標題・著者 掲載資料名 発行年月

 1 フランス 
イギリス 
ドイツ 
スイス 
アメリカ 

不動産登記制度の研究 
 序 ……………………………………… 舟橋諄一

 日本における不動産登記制度の歴史 …福島正夫

《登記制度の比較法的研究》 
   フランス ………………………… 關口晃 
   イギリス ………………………… 幾代通 
   ドイツ・スイス ………………… 鈴木禄彌

      アメリカ ………………………… 新谷正夫

《座談会》 
      『不動産登記の諸問題』 
     … 我妻榮，舟橋諄一，加藤一郎， 

廣瀬武文，堀内仁，三井龍雄， 
野口政一，川島一郎 

法律時報 
第 24 巻 3 号 

昭和 27 年

（1952 年）

３月 

香港 
シンガポール 
韓国 
台湾 
中国 

アジアの不動産法制① 
 香港の不動産法制……………… 内田勝一 

シンガポールの不動産法制…… 東川始比古 
韓国の不動産法制……………… 徐元宇ほか 
台湾の不動産法制……………… 呉英哲ほか 
中国の不動産法制……………… 野村好弘ほか 

 平成６年 

（1994 年）

１月 

(財)日本住

宅総合セン

ター発行 

 2 

フリピン 
タイ 
マレーシア 
インドネシア 

アジアの不動産法制② 
 フィリピン都市・不動産法…… 安田信之ほか 
 タイの土地法について………… 野村好弘ほか 
 マレーシアの不動産法………… 内田勝一ほか 
 インドネシアの土地法………… 丸山英気ほか 

 平成８年 
（1996 年）

12 月  
同上 

 3 
  

フランス 
ドイツ 
英米 

物権変動とその公示に関する外国法制 
 １ フランス法 ……………………… 滝沢聿代

 ２ ドイツ法 ………………………… 山田晟 
 ３ 英米法 …………………………… 吉村眸    

新 版注釈 民

法(6) 

物権(1) 

物権総則 
§§175～179 

平成９年 
（1997 年）

９月 

(初版２刷

は 2000.3)

 4 フランス 
ドイツ 
オーストラリア 
韓国 
台湾 

諸外国とわが国の不動産登記制度の比較研究 
－特に不動産物権変動システムと所有権譲渡・登記

（謄記・登録）等に関する証書を中心として－ 
※ 「司法書士総合研究所・第２部 最終報告書」

    （平成 10 年（1998 年）3 月 31 日）    

THINK 会報 
（ 司法書 士

論叢） 
第 94 号 

平成 11 年

（1999 年）

 5 韓国 
台湾 
日本 

不動産登記制度並びに専門職能制度の比較研究 
※ 「司法書士総合研究所・第 10 部 最終報告書」

    （平成 10 年（1998 年）3 月 31 日）         

 

THINK 会報 
（ 司法書 士

論叢） 
第 96 号 

平成 12 年

（2000 年）

３月 

 6 韓国 
台湾 

韓国・中華民国登記情報システムの概要 
（「各国の地籍情報システムの概要」を含む。） 
 著者：司法書士総合研究所第 10 部 
   （比較法・アジア班）主任研究員  村瀬鋹一

THINK 会報 
（ 司法書 士

論叢） 
第 97 号 

平成 12 年

（2000 年）

３月 
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 7 韓国 
フランス 
ドイツ 

「不動産権利変動を表象する書面」の比較法的研究

※ 司法書士総合研究所比較法研究部作成資料 
(司法書士総

合研究所) 
平成 13 年

（2001 年）

３月 
 8 中国 

韓国 
台湾 

「ひと・とち・みらい－地籍を考える」 
土地家屋調査士制度制定５０周年記念 
地籍国際シンポジウム記録集 

（ 日本土 地

家 屋調査 士

連合会） 

平成 13 年

（2001 年）

６月 

 9 ドイツ 
フランス 
イギリス 
アメリカ 
オーストラリア 
韓国 
日本 

我が国と諸外国の不動産登記制度における登記の

真正担保の方策について 
※ 「オンライン登記申請制度研究会中間報告書」

（平成 14 年（2002 年）３月 財団法人民事法務協

会）の付属資料 

登記研究 
656 号 

 

平成 14 年

（2002 年）

９月 

 

２ フランス 
出典                        

標題 
 

著者 掲載資料名 発行年月

 1 
 

不動産物権変動の理論と登記手続の実務 
－日本的「フランス法主義」の特質 
                  

鎌田薫・早稲田大学法

学部教授 
民事研修 

No.360 

昭和 62 年

（1987 年）

４月 

 2 
 

第３次フランス不動産登記制度視察団報告書 
  １．フランスにおける不動産取引概観 ………………… 柿崎 進 
 ２．「フランス不動産公示手続とデクレ」 ……………… 谷屋克枝 
  ３．いま，フランスの不動産登記制度から何を学ぶか… 藤縄雅啓 
 ４．フランス公証人法の現状 …………………………… 柳 章弘 
  ５．日仏における対抗要件たる「登記」の比較 ……… 伊藤亥一郎

  ６．カダストル（土地台帳事務所）について ………… 小野正江 
 ７．FONCIA と FNAIM（不動産業者とその団体） …… 藤縄雅啓 
  ８．不動産取引の流れと公証人・抵当保存所の処理…… 高橋良彰 
  ９．フランスの身分証書について ……………………… 高橋良彰 
資料 フランス不動産登記法 （デクレの仮訳） 

 平成７年 

（1995 年）

９月 

 3 「不動産売買取引における司法書士の役割－

フランスの公証人との比較において－」 
鈴木正道  平成 12 年

（2000 年）

10 月 

 

３ ドイツ 
出典                       

標題 
 

著者 
掲載資料名 発行年月

 1 
 

西ドイツの不動産登記制度 田山輝明 登記研究 

300 号記念 

「 不動産 登

記 の諸問 題

（上巻）」 

昭和 49 年

（1974 年）

９月 

 2 
 

「ドイツの土地住宅法制」 
第７章 補論・ドイツの土地登記制度 

田山輝明  

 

平成３年 

（1991 年）

11 月 



 

20 

 3 
 

ドイツの不動産取引における専門家の役割 
 Ⅳ 登記－登記官の審査権限及び義務 
  １ 申請手続における登記官の義務の原

則 
  ２ 登記を行う際の登記官の義務 
  ３ 調査，証拠調べのための義務の不存在

  ４ 登記官の解明義務 
  ５ 特別な保護義務の不存在 
  ６ 登記官の審査義務 
  ７ 登記簿の真正維持のための義務 
  ８ 小括 

小西飛鳥 司法の窓 83 

（ 東京司 法

書士会） 

平成７年 

（1995 年）

 4 
 

ドイツ不動産登記簿の公開の原則 
 Ⅰ はじめに 
 Ⅱ ドイツ法における不動産物権変動と登

記 
  (1) 不動産物権変動 

  (2) ドイツにおける登記制度の概要 

 Ⅲ ドイツの登記簿の公開の原則 

  (1) 閲覧の要件 

  (2) 正当な利益 

  (3) 閲覧の実行 

  (4) 公証人の閲覧義務 

  (5) 謄本の交付 

  (6) 不服申立 
 【資料】 
  ドイツ土地登記法の関係条文とその対訳 

石川清 司法の窓 85 

（ 東京司 法

書士会） 

平成８年 

（1996 年）

ドイツにおける登記簿のコンピュータ化 
〔上〕 

小野秀誠・一橋大学法

学部教授 
国 際商事 法

務  Vol.27, 

No.10 

平成 11 年

（1999 年）

10 月 

 5 
  

ドイツにおける登記簿のコンピュータ化 
〔下〕 

小野秀誠・一橋大学法

学部教授 
国 際商事 法

務  Vol.27, 

No.11 

平成 11 年

（1999 年）

11 月 

 6 
 

ドイツ不動産物権と登記 
 第１項 土地物権法の構成と土地法および

土地登記法の原則 
 第２項 物権の種類 
 第３項 不動産物権変動 
 第４項 不動産物権の順位 
 第５項 仮登記 
 第６項 登記の推定力と登記の公信力 

石川清（東京司法書士

会） 
THINK 会報 
（ 司法書 士

論叢） 
第 97 号 

平成 12 年

（2000 年）

３月 

7 
 

ドイツ不動産物権と登記Ⅱ 
 第７項 登記の訂正 
資料・Ⅰ ドイツ民法 （日独対訳） 
      第３編 物権法 
        第２章 土地物権総則 
資料・Ⅱ 土地売買契約証書 

石川清（東京司法書士

会） 
THINK 会報 
（ 司法書 士

論叢） 
第 99 号 

平成 13 年

（2001 年）

４月 

8 ドイツ土地登記法 30 講 石川清・司法書士 登記研究  
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第１講 序説 
  資料：ドイツ民法第３編物権法 
     第２章 不動産物権総則 
         873 条～925 条 

(1)  650 号 平成 14 年

（2002 年）

3 月 

第２講 登記所 登記官 登記簿 
第３講 登記簿公開の原則 

(2)  651 号 2002.4 

第４講 登記の申請 (3)  653 号 2002.6 

第５講 登記許諾 
第６講  物権的合意（ｱｳﾌﾗｯｽﾝｸﾞ）の

        証明 

(4)  654 号 2002.7 

第７講 登記申請後の処分制限 
第８講 登記義務者の先行登記 

(5)  655 号 2002.8 

第９講 登記要件とその証明方式 

第10講 公証人の登記申請代理 

(6)  660 号 2003.1 

第11講 仮登記と異議登記 (7)  663 号 2003.4 

第12講 順位関係 (8)  664 号 2003.5 

第13講 登記の不真正と訂正登記 (9)  667 号 2003.8 

 
 

 

第14講 抹消登記 

第15講 嘱託登記 

(10)  670 号 2003.11 

9 
 

世界みてある記 
ドイツ登記所視察報告 
司法書士ドイツ視察団 
2002.8.19～8.22 

 司法書士 
Monthly 
SHIHOU-SY
OSHI 

平成 15 年

（2003 年）

9 月 

 

４ アメリカ 
出典                        

標題 
 

著者 掲載資料名 発行年月

 1 
 

アメリカの登記制度－その現状と改革 吉村眸 比較法研究 

（ 比較法 学

会・東大法学

部内） 

No.39 

昭和 52 年

（1977 年）

10 月 

米国における不動産物権変動と証書登録制度 
（一） 

成田博・東北大学助手 法學 

（ 東北大 学

法学会） 

第46巻第2号 

昭和 57 年

（1982 年）

６月 

 2 

米国における不動産物権変動と証書登録制度 
（二・完） 

成田博・東北大学助手 法學 

第46巻第3号 

昭和 57 年

（1982 年）

８月 

 3 
 

アメリカ合衆国の登記制度 成田博・東北学院大学

法学部教授 
民事研修 

No.313 

昭和 58 年

（1983 年）

４月 

 4 
 

アメリカ近代的土地所有権序論 金山正信・同志社大学

法学部教授 
 昭和 59 年

（1984 年）

５月 
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 5 
 

アメリカにおける不動産取引流通の保護 
－権原保険とエスクロー制度 

内田勝一・早稲田大学

法学部教授 
「 民法学 の

新たな展開」

高 島平蔵 教

授古稀記念 

平成６年 

（1993 年）

５月 

 6 
 

サンフランシスコ登記所訪問記 成田博・東北学院大学

法学部教授 
民事研修 

No.445 

平成６年 

（1994 年）

５月 

 7 
 

米国の不動産登記制度と権原保険会社 成田博・東北学院大学

法学部教授 
東 北学院 大

学論集 

第 45 号 

平成５年 

（1994 年）

11 月 

 

５ オーストラリア 
出典                        

標題 
 

著者 掲載資料名 発行年月

 1 
 

オーストラリア財産法のための土地法入門 
（第二版） 

Introduction to Property Law 2ed (1992) 
 第１章 財産権の概念 
 第２章 附合法理 
 第３章 占有，権原及び所有権 
 第４章 土地の敵対的占有〔取得時効〕 
 第５章 保有形態及び不動産権 
 第６章 コモンロー，エクイティ及び特権 
 第７章 登記：一般法地 
 第８章 トレンスシステム 
 第９章 贈与 
 第10章 賃借権 

 第11章 共同所有 

 第12章 土地約款 

 第13章 地役権，果実採取権及び地代負担 

 第14章 譲渡抵当 

テー＆ドゥイヤー共

著 
（G.Teh & B. Dwyer）

(司法書士総

合研究所) 
平成４年 

（1992 年）

 2 
 

「SURVEYOR のための土地法入門」 
Ⅰ．はしがき～本書出版の目的 
Ⅱ．本文 
  １．序文 
  ２．ヴィクトリアの法制 
  ３．Finding The Law 
 ４．土地上の権原 
 ５．土地上の財産権の分化 
 ６．エクイティと信託 
 ７．共同所有権 
 ８．地役権 
 ９．制限的不動産約款 
 10．採取権 

 11．譲渡抵当 

 12．取得時効 

 13．土地についての権原と土地上の競合する

権利の優劣関係 

 （ 日本司 法

書 士会連 合

会） 

平成７年 

（1995 年）

12 月 
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 3 「物権法入門（第２版）」 
Introduction to Property Law 2ed.(Butterworth, 
1992) 
早稲田大学鎌田研究室博士課程 岡田康夫訳 
 第１章 所有の概念 
 第２章 附合法理 
 第３章 占有，権原及び所有権 
 第４章 土地の敵対的占有〔取得時効〕 
第５章 保有形態及び不動産権 

 第６章 コモンロー，エクイティ及び特権 
 第７章 登記：一般法地 
 第８章 トレンスシステム 
 第９章 贈与 
 第10章 賃借権 

 第11章 共同所有 

 第12章 土地約款 

 第13章 地役権，果実採取権及び地代負担 

 第14章 譲渡抵当 

テー＆ドゥイヤー共

著 
（G.Teh & B. Dwyer）

（ 日本司 法

書 士会連 合

会 司法書 士

総 合研究 所

第 10 部） 

平成 11 年

（1999 年）

３月 

 

６ 韓国 
出典                        

標題 
 

著者 掲載資料名 発行年月

 1 
 

韓国の不動産登記制度 
 
 

永井紀昭・法務省民事

局第三課長 
月 刊登記 先

例解説集 

No.310 

29 巻９号 

昭和 62 年

（1987 年）

９月 

 2 韓国不動産登記制度の研究［その１］ 
 

 （ 日本司 法

書 士会連 合

会 司法書 士

総合研究所） 

平 成 ５ 年

（1993 年）

３月 

 3 「韓国不動産登記関係法令」 
韓国・台湾不動産登記制度調査報告書：参考資

料 

 （ 日本司 法

書 士会連 合

会） 

平 成 ７ 年

（1995 年）

１月 

 4 （翻訳資料） 
韓国不動産登記法施行規則並びにその付属様

式 

司法書士総合研究所

第 10 部（比較法）ア

ジア研究班 

(司法書士総

合研究所) 

平 成 ８ 年

（1996 年）

２月 

 5 日韓法制比較解説－物権・登記法－ 
 

亀田哲・法務総合研究

所室長研究官 

（ 日本加 除

出版㈱） 

平成 12 年

（2000 年）

３月 

 6 日韓比較不動産登記制度 亀田哲・前法務総合研

究所研究官（現法務省

人権擁護局） 

登記ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ 

３巻２号 

平成 13 年

（2001 年）

２月 

 7 登記申請義務化（登記強制主義）に関する若干

の検討 
日本司法書士会連合

会司法書士総合研究

所第 10 部（アジア研

究班） 

THINK 会報 

（ 司法書 士

論叢） 

第 98 号 

平成 13 年

（2001 年）

３月 
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 8 物権変動の理論と不動産登記手続 
（第３回日韓パートナーシップ研修講義録） 

鎌田薫・早稲田大学法

学部教授 
登記研究 

646 号 

平成 13 年

（2001 年）

11 月 

韓国の登記官事情（上） 
 －韓国における登記専門職の新設－ 

亀田哲・前法務総合研

究所研究官（現法務省

人権擁護局） 

みんけん 

No.539 

平成 14 年

（2002 年）

３月 

 9 

韓国の登記官事情（下） 
 －韓国における登記専門職の新設－ 

亀田哲・前法務総合研

究所研究官（現法務省

人権擁護局） 

みんけん 

No.540 

平成 14 年

（2002 年）

３月 

10 登記電算化完成 小林久起・司法制度改

革推進本部事務局参

事官 

登記情報（登

記 先例解 説

集改題） 

No.493 

42 巻 12 号 

平成 14 年

（2002 年）

12 月 

11 報告書－第５回日韓パートナーシップ研修（韓

国セッション）に参加して 
小池信行・東京高等裁

判所判事（前大阪法務

局長） 

登記研究 

673 号 

 

平成 16 年

（2004 年）

２月 

12 登記簿謄本無人発給機 小池信行・東京高等裁

判所判事（前大阪法務

局長） 

みんけん（民

事研修） 

No.562 

平成 16 年

（2004 年）

２月 

 ※ 以上のほか，日韓パートナーシップ研修における日本の研修員の実務研究課題報告が，以下の

とおり掲載されている。 
  １．「虚偽申請と登記官の審査権限」（第１回日韓パートナーシップ研修実務研究課題） 
    中本昌彦・神戸地方法務局不動産登記部門登記官 
    みんけん（民事研修）No. ５１６（２０００年４月）２３頁以下 
  ２．「保証書制度の現状と今後のあり方について」（第１回日韓パートナーシップ研修実務研究課題） 
    中井幸雄・名古屋法務局庶務課文書主任 
    みんけん（民事研修）No. ５１８（２０００年６月）４６頁以下 
  ３．「権利能力なき社団の登記能力について」（第２回日韓パートナーシップ研修実務研究課題） 
    近成弘樹・大阪法務局民事行政部第二法人登記部門登記調査官ほか４名 
    みんけん（民事研修）No. ５２６（２００１年２月）３９頁以下 
  ４．「移記すべき登記を遺漏した場合の取扱いと今後の課題について」（第３回日韓パートナーシ

ップ研修実務研究課題） 
    林康雄・千葉地方法務局総務課人事係長 
    みんけん（民事研修）No. ５４２（２００２年６月）２５頁以下 
  ５．「日韓不動産競売手続と賃借人等の地位」（第４回日韓パートナーシップ研修実務研究課題） 
    福永浩之・最高裁判所事務総局民事局第三課課長補佐 
    みんけん（民事研修）No. ５５３（２００３年５月）３８頁以下 

６．「日韓の仮登記制度に関する比較考察」（第４回日韓パートナーシップ研修実務研究課題） 
    芝井克英・東京法務局訟務部行政訟務部門訟務官 
    みんけん（民事研修）No. ５５４（２００３年６月）３６頁以下 
    ［資料］仮登記に関する業務指針【登記例規第１，０５７号（２００２．８．１４）】 
        亀田哲：前・法総研研究官／現・人権擁護局 
        みんけん（民事研修）No. ５５４（２００３年６月）５４頁以下 
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７ 中華人民共和国 
出典                        

標題 
 

著者 
掲載資料名 発行年月

 1 
 

法律に看る「中国」の土地管理制度 
－特に《中華人民共和国土地管理法》について－ 
  

杉本脩一（熊本県司法

書士会） 
THINK 会報 
（ 司法書 士

論叢） 
第 97 号 

平成 12 年

（2000 年）

３月 

 2 「中国ビジネス法必携」 
第 20 章 不動産取引 

   １．土地の取引 
   ２．建物の取引 
   ３．不動産登記制度 

弁護士・射手矢好雄 
弁護士・石本茂彦 

（ジェトロ） 平成 15 年

（2003 年）

４月 

中国の登記制度（２） 
－不動産登記制度－ 
 
 ※ （１）は，商業登記制度 

弁護士・長谷川俊明，

早稲田大学大学院法

学研究科（博士課程）

・陳天華 

登記情報（登

記 先例解 説

集改題） 

No.500 

43 巻７号 

平成 15 年

（2003 年）

７月 

 3 

中国の登記制度（３） 
－抵当登記制度－ 

弁護士・長谷川俊明，

早稲田大学大学院法

学研究科（博士課程）

・申巍 

登記情報（登

記 先例解 説

集改題） 

No.501 

43 巻 8 号 

平成 15 年

（2003 年）

８月 

中国における民法典審議草案の成立と学界の 
議論（上） 

中国社会科学院法学

研究所  渠涛 
ジュリスト 

No.1249 

平成 15 年

（2003 年）

７月 

 4 

中国における民法典審議草案の成立と学界の 
議論（下） 

中国社会科学院法学

研究所  渠涛 
ジュリスト 

No.1250 

平成 15 年

（2003 年）

８月 

 5 中国不動産取引法の現状と立法の動向 
－登記制度と物権変動法制を中心に 

京都大学教授 
松岡久和 

ジュリスト 

No.1258 

平成 15 年

（2003 年）

12 月 

 

８ 台湾 
出典                        

標題 
 

著者 掲載資料名 発行年月

 1 
 

「中華民国（台湾）登記関係法令」 
韓国・台湾不動産登記制度調査報告書：参考

資料 
 

 （ 日本司 法

書 士会連 合

会） 

平 成 ７ 年

（1995 年）

１月 

2 台湾不動産登記法入門  （ 日本司 法

書 士会連 合

会） 

平 成 ７ 年

（1995 年）

12 月 

 3 「逐条台湾不動産登記規則」  （ 日本司 法

書 士会連 合

会 司法書 士

総 合研究 所

第 10 部） 

平成 11 年

（1999 年）

３月 
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 4 
  

台湾 土地登記制度近代化の現状  
 
 

司法書士総合研究所

第 10 部（比較法・ア

ジア班） 

THINK 会報 
（ 司法書 士

論叢） 
第 97 号 

平成 12 年

（2000 年）

３月 

 
 

９ ベトナム 

出典                        
標題 

 
著者 掲載資料名 発行年月

1 「ベトナム現地調査報告書 
 2002.12.26-2003.1.5」

調査報告 
ベトナム－土地使用権，司法改革に関する

調査の目的 ……………………   戒能通厚

ベトナム民法における世帯の観念－土地

使用権との関係において ……  野村豊弘

ベトナム都市部における土地及び建物に

関する私権の現状 ……………  松本恒雄

ベトナムの農地使用権に関する法規制 
…………………………  楜澤能生

ベトナム土地法の歴史的変遷及び現状 
……………………………   武藤司郎

 （ 科研費 特

定 領 域 研

究・司法改革

班） 

 

 
 


